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午後２時０１分 開会 

 

１ 開  会 

 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成２

９年度第１回東京都食品安全情報評価委員会を開催いたします。 

 私は、企画調整部食品医薬品情報担当課長の薩埵と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 委員長に進行をお願いするまでの間、私が進行させていただきます。 

 まず、開催に当たりまして、当センター所長の大井からご挨拶申し上げます。 

○大井健康安全研究センター所長 大井でございます。委員の皆様におかれましては、本

日は大変お忙しい中を本委員会にご出席くださいまして、まことにありがとうございます。 

 本日の会議では、課題といたしまして、先日の情報選定専門委員会で選定をいただきま

した情報を３題挙げさせていただきました。ぜひ忌憚のないご意見とご検討をいただきた

く存じます。また、昨年度の委員会のテーマとなりました避難所における食中毒の予防に

つきまして、普及啓発のための資料の原案ができ上がりましたので、あわせてご報告させ

ていただく予定でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 次に、新たに本委員会の専門委員となられた方をご紹介

させていただきます。 

 国際医療福祉大学塩谷病院教授の遠藤史郎様でございます。遠藤様は、避難所における

衛生対策につきまして、過去の災害時にもご活躍され、多くの知見をお持ちでおられるこ

とから、今回専門委員としてご就任いただいたところでございます。 

 それでは、遠藤委員から一言ご挨拶をお願いいたします。 

○遠藤委員 国際医療福祉大学の遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私自身、もともとことしの春から国際医療福祉大学のほうに異動になりまして、３月ま

では東北大学のほうで主に院内感染対策のほうを中心にやってきたわけですが、さきの東

日本大震災のときには地元が被災のあった石巻ということもあったのですが、そこで避難

所における避難している方々の衛生環境を整えるということでいろいろと仕事をさせてい

ただきました。その次に来た熊本地震の際にも向こうのほうにお手伝いという形で、震災

発災してから３日後ぐらいに熊本に入っていろいろ避難所を回らせていただいて、避難所
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の方々の衛生環境に関していろいろアドバイスをさせていただいたという経験がございま

す。その点を生かしていければいいなと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、委員会の成立についてご報告いたします。 

 本委員会の開催には、東京都食品安全情報評価委員会規則により、過半数の委員の出席

を必要としております。本日は、梅垣委員、瀬古委員、広瀬委員、横田委員がご欠席でご

ざいますが、１７名中１３名の委員にご出席いただいており、委員会は成立しております

ことをご報告いたします。 

 それでは、今後の進行は委員長の志村様にお願いしたいと思います。 

 志村委員長、よろしくお願いいたします。 

○志村委員長 どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、議事に入ります前に、本日の資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 本日の資料といたしまして、委員名簿、事務局名簿、座

席表のほかに、一番上に次第のあるつづりがございます。こちらをめくっていただきます

と、資料１「平成２９年度第１回情報選定専門委員会からの報告」、続きまして資料２

「収集情報一覧」、それから資料２－１としまして「二日目のカレーによるウェルシュ菌

食中毒の発生」という一まとまりがございます。続きまして資料２－２「自然解凍用冷凍

食品及び加熱調理用冷凍食品に関する利用実態等について」、こちらが資料２－２のつづ

りでございます。次に資料２－３「はちみつによる乳児ボツリヌス症の発生について」、

この資料があります。続きまして資料３、こちらが「平成２９年度第１回『健康食品』に

よる健康被害事例専門委員会からの報告」。資料４、これが「避難所ですぐに使える食中

毒予防ブック」。 

 あと、参考資料として「東京都食品安全情報評価委員会規則」をつづっております。 

 あと、このほか、委員限り資料といたしまして、各収集情報について委員の皆様から事

前送付いただきましたご意見をまとめたものを机上配付しております。 

 以上が本日の資料でございます。 

○志村委員長 次に、本委員会の公開について確認します。 

 会議は、原則として公開となります。ただし、お手元の参考資料の２ページ目、東京都

食品安全情報評価委員会の運営についての第３の規定によれば、会議を公開することによ
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り、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な検討に著しい支障を及ぼすおそれがあ

る場合、会議において取り扱う情報が東京都情報公開条例第７条各号に該当する場合は、

会議の全部、または一部を非公開とすることができるとなっております。今回の議事及び

資料の公開か非公開かについて事務局でお考えはありますでしょうか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 本日の議事及び資料につきましては、配付資料中「委員

限り」とされているもの以外は公開とさせていただきたいと思います。 

○志村委員長 それでは、お諮りします。本日の会議は、委員限り資料については非公開、

それ以外は公開ということでいかがでしょうか。 

（異議なし） 

○志村委員長 よろしいでしょうか。では、ご異議なしというぐあいに判断させていただ

きます。 

 

２ 議  事 

（１）平成２９年度第１回情報選定専門委員会の報告 

 

○志村委員長 では、議事に入ります。 

 まず、今月４日に開催しました情報選定専門委員会からの報告です。情報選定専門委員

会の座長であります穐山委員からご報告願います。 

○穐山副委員長 それでは、第１回情報選定専門委員会の検討結果についてご報告いたし

ます。お手元の資料１をごらんください。 

 ７月４日に第１回情報選定専門委員会が開催されました。このときに、「二日目のカレ

ーによるウェルシュ菌食中毒の発生について」、「自然解凍による利用が可能な冷凍食品に

関する実態調査について」、「調理施設で使用される洗浄用スポンジ等の衛生実態調査につ

いて」、「はちみつによる乳児ボツリヌス症の発生について」の４題の情報が示され、選定

のための検討を行いました。その結果、４題中３題を本委員会で検討すべき情報として選

定いたしました。その選定基準に基づく評価は資料１にお示ししているとおりであります。 

 それでは、情報選定専門委員会での検討内容について概要をご説明いたします。 

 「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生について」は、都内で発生した食中

毒について、典型的な事例があったにもかかわらず、多くのマスコミで取り上げられたと

いう状況を受けて収集された情報であります。この情報の判定の結果、既に健康被害が発
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生していることから、健康被害の未然防止のみ「×」となっておりますが、そのほかは全

て「○」とされ、家庭やバーベキューでの食中毒予防に向けた効果的な普及啓発について、

本委員会で検討すべき課題であるということになりました。 

 次に、「自然解凍による利用が可能な冷凍食品に関する実態調査について」ですが、都

の実態調査結果を受けて提供された情報であります。テーマ名は情報内容に合わせるため

に、本委員会では「自然解凍用冷凍食品及び加熱調理用冷凍食品に関する利用実態等につ

いて」に変更しております。この情報の判定結果は、現状危害の端緒、危害事例はないの

で、危害の拡大防止が「×」、緊急な情報提供の必要性も「×」となっておりますが、冷

凍食品の利用実態等を踏まえて、家庭やお弁当での食中毒予防といった観点で、どのよう

に普及啓発などの対策が考えられるのか、本委員会で検討するべきといたしました。 

 次に、３番目の「調理施設で使用される洗浄用スポンジ等の衛生実態調査」についてで

すが、これも都の調査結果を受けて提供された情報であります。この情報の判定結果は、

具体的な危害の端緒事例はないので、危害の拡大防止が「×」、また評価委員会での検討

の必要性、緊急な情報提供の必要性も「×」となっております。この情報は必要な情報で

はあるけれども、都が現在ホームページ等で行っている情報提供に本情報を追加していた

だければ足りるのではないかということで、評価委員会で検討すべき課題とはいたしませ

んでした。 

 最後に、４番目の「はちみつによる乳児ボツリヌス症の発生について」ですが、都内で

発生した食中毒事例を受けて収集された情報であります。この情報の判定結果は、都内で

も既に健康危害が発生していることから、健康被害の未然防止では「×」としております

が、そのほかは全て「〇」とされておりまして、育児にかかわる幅広い都民への周知方法

について本委員会で検討するべき課題であるといたしました。 

 情報選定専門委員会からの報告は以上となります。 

○志村委員長 どうもありがとうございました。 

 

（２）課題の検討 

ア 二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生について 

 

○志村委員長 それでは、ただいま報告のありました情報選定専門委員会で選定された３

つの課題について検討していきたいと思います。 
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 まず課題の１つ目「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生について」、こち

らを事務局からご説明ください。 

○小澤課長代理 事務局の小澤でございます。資料２－１をお手元にご用意いただけます

でしょうか。 

 「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生」ということで、こちらは本年３月

になりますけれども、都内の私立幼稚園におきまして園児や教職員７６名が腹痛、下痢な

どの症状を呈したというウェルシュ菌食中毒が発生をしたということでございます。ちな

みにこの７６名という数字ですけれども、報道発表を行った時点での患者数ということに

なりまして、最終的には８７名となっております。 

 この事件の原因食品ですけれども、カレーライスと記載しております。これはこの幼稚

園の年長組を送る会のために、前日のお昼ごろ教職員と園児が大きなお鍋で調理をして、

そのまま常温で保管、当日のお昼に再加熱をして提供されていたということでございます。 

 ここで簡単にウェルシュ菌についてご説明をしたいと思います。添付資料１の５ページ

をごらんいただけますでしょうか。もうご承知の方も多いかとは思いますが、念のためご

説明をさせていただきます。 

 ウェルシュ菌は、人や動物の腸管、土壌、水中など自然界に広く分布している菌でござ

います。大きな特徴といたしまして、酸素が少ない環境を好むということと、熱に強い芽

胞をつくるという２点がございます。芽胞とは、菌が殻の中で眠っているような状態のこ

とでございまして、ウェルシュ菌の芽胞は１００℃で数時間加熱をしても生存すると言わ

れております。 

 主な原因食品ですけれども、肉、魚、野菜を使用した煮物や、大鍋で大量に調理される

ようなカレー、シチューなどでございまして、加熱調理後、常温で放置されているうちに

生き残った芽胞が目覚めて増殖をして、再加熱が不十分なまま食べてしまうと食中毒にな

ってしまうというのがウェルシュ菌の食中毒の典型的な発生パターンとなっております。 

 症状は腹痛、下痢が中心で、比較的軽いとされております。 

 予防方法ですけれども、まず加熱調理は十分に行うということ、これは再加熱も同様で

す。２つ目といたしまして、前日調理、室温放置は避け、早目に食べるということ。３つ

目として、一度に大量に調理をしたときには小分けをするなど工夫をして、早く温度を下

げるといったところがポイントとなります。 

 この事例では再加熱はしていたということですけれども、焦げつかないよう弱火で時々
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火をとめながら行っていたということで、十分でなかった可能性があるということでござ

います。 

 なお、ウェルシュ菌による食中毒の届け出件数ですけれども、都内では毎年数件程度と

いう状況になっております。 

 資料２－１の１ページに戻っていただけますでしょうか。ただいまご説明のとおり、本

件は典型的なウェルシュ菌食中毒で、その意味では特に意外性のある事例ということでは

ございませんでしたけれども、都の報道発表後、テレビ、新聞、雑誌などマスコミ各社が

この件を取り上げまして発信するという事態になったところでございます。都民になじみ

のある二日目のカレーが原因だったということ、それから加熱調理した食品による食中毒

であったということが都民にとって意外性のある事実といったような取り上げ方であった

ように感じております。 

 なお、加熱調理した食品による食中毒のほかの例といたしまして、参考に平成２７年の

チャーハンセットによるセレウス菌食中毒の事例を挙げております。前日に炊飯した米飯

を使ったチャーハンのセットを食べた３名が発症したという事例でございます。このよう

にウェルシュ菌だけでなく、加熱調理だけでは防げない食中毒菌もあるというのが実態で

ございます。 

 最後に、記載はございませんけれども、これら一般的な食中毒菌とその予防法につきま

しては、都といたしましてもこれまでもホームページなどを通じて事業者はもとより都民

向けにも発信をしてきたところでございます。ただ、今回のマスコミの取り上げ方を踏ま

えますと、特に都民に対してはまだ十分に浸透していないところもあるのかなと感じてい

るところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 この課題について委員の皆様からご意見を伺いたいと思いますが、まずは本日ご欠席の

委員からのご意見を事務局から紹介してください。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 この「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生

について」、この件につきましては、本日欠席の委員からは前もって特段意見等はござい

ませんでした。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 では、この課題についてご意見をお願いいたします。お手元の資料、委員限り資料とい
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うところで「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中毒の発生について」ということです

が、こちらの順番のとおりにご意見をおっしゃっていただければと思います。まずは穐山

委員、よろしくお願いいたします。 

○穐山副委員長 選定委員会でもいろいろ議論はしたのですけれども、今回給食施設では

ないですが、幼稚園の送別会で起きた事故ということから、保護者の認識不足から十分に

対策ができていなかったというところが、集団食中毒が生じてしまった事故の原因だと思

います。これは一般家庭でも起こり得る事故で、予防対策は非常に難しいのですけれども、

何かこの情報委員会で情報の伝え方、工夫が必要なのではないかなと考えております。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 よろしいでしょうか、では遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 さきにいただいたこの資料を読ませていただいた範囲では、その情報提供を

する事項としては非常によくまとまっていて本当に見やすいなと感じているのが１点あり

ます。ただなかなか、例えばですけれども、家庭であればこの冷やすというような行為と

か小分けにするというような行為はできると思うのですが、大量に今回の幼稚園児のよう

に７０名分のカレーをなかなかウェルシュ菌がふえないように速やかに冷やすという行為

自体は少し幼稚園などそういう、大規模に調理しているところならば比較的しやすいと思

うのですが、こういう幼稚園とかだと予防方法はわかっても守ることというのは少し難し

いかなというような印象を受けました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では小西委員、いかがでしょうか。 

○小西委員 私もここに書いてあるとおりでございまして、２行目の常に「発信」という

ところに変換ミスがありますけれども、二日目のカレーのウェルシュ菌の食中毒というの

はいわゆる毎年発生しているものでありまして、これから夏休み期間、家族やグループで

キャンプに出かける時期というのはやはり定番のようにカレーライスをつくって、次の日

に提供されると、その晩も食べるしその次の日も食べるということが行われると思うので

すが、子供、今回も幼稚園児が食するものというのはそんなに熱いものを提供するとやけ

どしてしまうという配慮から、どうしても十分な加熱ができない状態で提供してしまうこ

とが多いのではないかと思います。ぜひ子供がいる家庭または状況においては、この二日

目のカレーは避けるようにというような厳しい言い方でもいいのではないかなと思ったり

いたします。 
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○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 種田委員はいかがでしょうか。 

○種田委員 私もここにちょっとまとめて書きましたように、遠藤先生がおっしゃったこ

とでもあるのですけれども、そういうアウトドアとか幼稚園とかサークル活動で何かイベ

ントがあってカレーを大量につくるときは、そういう大きなお鍋を入れるような冷蔵庫な

どもないことも多いので、その辺をどうするかということをちょっと具体的に提案したほ

うがより効果的な注意を喚起することができるかと思います。あとは、大量につくるとか、

とろみがついた料理は特に注意ということも知らない人が割と多いと思うので、そのあた

りも説明しながら注意を提供していくことが必要だと思いました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では、寺嶋委員、お願いいたします。 

○寺嶋委員 この二日目のカレーによる食中毒のように、ウェルシュ菌食中毒は、食品が

加熱してあり安全だというところにちょっと盲点があると思います。専門的ですけれども、

芽胞という種みたいな形になって、菌が１００℃で数時間加熱しても生き残っているとい

うことがこのウェルシュ菌食中毒の特徴になります。普通そういう温度で長時間料理した

ものがさらに食中毒の原因になるとは思わないわけで、その辺のところの啓蒙という意味

では、今回の事例を紹介するというのは非常に価値あることではないかと思います。加熱

してあるから大丈夫という、そういう盲点を突くような情報の提供は大事ではないかと思

いました。以上です。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 では、中野委員、お願いします。 

○中野委員 私もここに書かせていただいたのですけれども、ウェルシュ菌によるこうい

った食中毒が毎年起こっている割には一般にはほとんど知られていないのではないかと思

います。ただ、今回の事件はテレビなどマスコミでもかなりたくさん取り上げたので、国

民・都民に周知するということではとても効果があったと私は考えています。先ほど事務

局のほうから、マスコミで報道された割にはまだまだ知られていないのではないかという

ご意見もありましたけれども、むしろこれまでほとんど知られていなかったものが、これ

をきっかけにかなり知られたなという印象を持ちました。朝のテレビのワイドショーでも、

どうして起こるとか、予防方法といったことを図解入りで、結構細かく説明するのを見ま

した。今まで一般視聴者向けにそこまで踏み込んだ情報発信はなかったかと思います。で
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は、何でメディアはそこまで詳しく取り上げたかを想像するに、一般的には二日目のカレ

ーは寝かすとおいしいというメリットばかりが浸透している中で、実は二日寝かすことに

よって食中毒が起こるというデメリットもあるという「意外感」が報道価値につながった

のではないでしょうか。実際、それを初めて見聞きした人たちにとって、衝撃的にという

か、印象深く受けとめてもらえたかと思います。 

 ただ、おっしゃるように１回だけではまたすぐ忘れてしまうので、機会あるごとにこう

いった報道が続くよう、公共機関としても、そのもとになる情報発信を続けていただきた

いと思います。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では、松井委員、お願いいたします。 

○松井委員 大体皆様とご一緒ですけれども、既にテレビや新聞等でかなり報道されてい

て目にする機会がふえたので、気をつける方がふえたのではないかなと思っています。た

だ、確実にその情報をきちんと見ていたということではないような気もしますので、実際

にアウトドアですとかＰＴＡだったり、あるいは幼稚園だったり、カレーやシチューをつ

くる機会のある方たちが、つくる前にきちんと文書か何かの形でインフォメーションでき

るのが一番効果的ではないのかなと考えました。 

 それから、添付資料の２の朝日新聞さんの記事のところに載っていて、私が知識不足だ

ったのかもしれないのですが、「ウェルシュ菌は酸素が苦手な嫌気性菌のため」というの

が書いてあって、今まで何となく小分けにするときにはかきまぜて冷ますというそういう

感覚は私にはすごくあったのですけれども、酸素に当てることによって菌が発生しづらく

なるということを知らなかったので、私のように知らない方もいらっしゃるのではないか

なと思いますので、この点も何かの折に触れて告知していただけるとうれしいなと思いま

した。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございました。 

 では、峰委員、お願いいたします。 

○峰委員 私の意見も既に皆様から出されたものとほとんど共通しているかと思いますし、

書かせていただいたとおりですけれども、やはり二日目のカレーというか、寝かせたカレ

ーというのがおいしいというイメージが強い。一般の人の中にも聞かれる言葉ですけれど

も、寝かせたカレーはおいしいけれども、でも何か体調が悪くなるよねと。だけどおいし

いから、リスクはとって、なぜだかわからないけれども、体調悪いけれども我慢して食べ
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るというような話をしている人も周囲にいたりします。言ってみればいわゆる寝かせ方の

注意、管理の注意ということについて具体的にわからない、それから体調を崩すメカニズ

ムがわからないということで、不用意に対応していた人たちが多いのではないかと思いま

す。ですから、やはりどのような問題があるのか、それから具体的にどのように管理をす

れば、それから再加熱すれば安全に食べられるのかというようなことを具体的にアピール

していくということが有益だと思いました。以上でございます。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 矢野委員、お願いいたします。 

○矢野副委員長 私も峰委員と全く同じ意見でございまして、一晩置くことによっておい

しくなるというメリットと食中毒になるというリスク、このどっちを重視するかという状

況があるのかなと思います。ただ、一般的な情報としましては一晩置くとおいしくなると

いうほうがホームページとかいろいろなところで先行しているのかなと思っているところ

です。 

 きょう服部栄養学園の先生がいらしているのですけれども、本当に一晩置くとどのぐら

いおいしくなるのでしょうか。 

○志村委員長 ということで、後ほどこの点については伺うとして、次に渡辺委員、お願

いいたします。 

○渡辺委員 委員の先生方と大体もう意見は同じですけれども、やはりこの一晩寝かせた

二日目のカレー、三日目でももっとおいしいかなといつも思っているのですけれども、こ

ういった皆さんでつくって食べるとなると、やはりこのカレーが定番ということで、多分

これは外せないと思います。つくって、この資料からちょっと見たのですけれども、結局

のところ、いかにそれを管理するかというところをきっちりやれば何とかなるのかなとち

ょっと感じました。だから、小分けにしてよくかきまぜれば酸素が入るし、あと冷ます時

間ですよね、早く冷ます工夫ですよね。それをやっていただければ、完全に防げるかはわ

かりませんけれども、起こさないようにはできるのではないかなとは感じました。以上で

す。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 私も意見を書かせていただいておりますが、こちらの寺嶋委員のご意見がより詳しく書

かれているのかなと思います。この内容とほぼ同じ。ただ、やはり加熱調理済みの食品は

安全という思い込み、これを免れてしまう耐熱性芽胞形成菌、こういうものがあるという
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こと、これをどうやって情報提供していくかというあたりが大事かなと感じております。 

 それでは、事前のご意見をいただいていない委員の中でどなたかご意見等々おありであ

ればよろしくお願いいたします。 

 まずは大迫委員、先ほどのご質問は、いかがでしょうか。 

○大迫委員 私は調理専門ではないのですけれども、基本的には味がよくしみるのと、お

肉とかはやはり塊のものが非常にやわらかくなりますのでそれでおいしく感じるというの

はあると思うのですが、どれくらいかと言われてもちょっと難しいですが。ただ、やはり

味のしみ方とお肉のやわらかさは変わってきますので、その辺が大きな違いなのかなと思

います。 

 ちょっと私、意見を書かなかったので、済みません。申しわけないのですけれども、こ

れ保育園だとこういうつくり置きは多分しないと思うのです。保育園とか例えば小学校と

かはほとんど今ウェルシュ菌の被害は起きていないようなので、多分かなり徹底をしてや

っているのだと思うのですけれども、こちら幼稚園で多分お弁当のたしか園だと思ってい

るのです。給食とかをふだん作っていないところなので余計にこういうのは起きやすいの

ではないかなと思うので、病院とかそういうところはもう多分基本つくり置きはしません

し、そういう、それにしても再加熱をしっかりしてからというのを多分もうきちんと知っ

ていると思うのですけれども、逆にそうではない例えば家庭とサークルとかそういうとこ

ろですね、やはりキャンプ場とかのカレーなんかはやはり注意しないといけないのかなと

思いましたので、この辺はやはりもう少し注意喚起が必要なのかなと思います。以上でご

ざいます。 

○志村委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 もう一つ、情報選定委員会のほうで、家庭でこういった食中毒が発生するのかしないか

ということは私もちょっと気になって質問させていただいたのですが、このことについて

何か事務局のほうでお考え等々はございますか。このウェルシュ菌によるこういった芽胞

形成ですね、家庭でも起こり得ると思うのですが、家庭での食中毒の発生事例等々につい

て何か情報等お持ちであれば教えていただければと思います。 

○門間課長代理 食中毒検査を担当しております門間と申します。家庭でもウェルシュ菌

の食中毒が、特にカレーとか煮込み料理を原因として起きております。家庭で発生したウ

ェルシュ菌食中毒は、食中毒と届け出が出されるには患者数が少ないとか、割と軽症なの

でお医者さんにかからなくてそのまま下痢がおさまっている、でも何かおかしいと思って
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届けて検査をしたら患者便からウェルシュ菌が出たという事例がほとんどで、食中毒の届

け出が出されていないことが多いです。このように食中毒にはなっていないが、実質食中

毒と考えられるものはいくつも発生しております。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 何かご意見等、委員のほうから、あるいは事務局からおありであればということですが。 

○矢野副委員長 家庭でのこういった中毒事例は結構あるのだろうと思うのです。身をも

って体験したのですけれども、うちの兄弟が多くて、夏に実家に帰ったときに、帰った日

はちゃんとした料理でちゃんとした宴会をやってくれるのですけれども、翌日もううちへ

帰るわというときに、ちょうど昼ぐらいになったのでちょっと以前につくったカレーがあ

るから食べて帰れよと言われて、それでじゃあと食べたらもうどんちゃん騒ぎだったとい

うことで、文字どおり今回のこの食中毒事例と同じようなことが家庭で起こったのだろう

と思っています。先ほど担当の門間さんがおっしゃいましたけれども、保健所にも届けな

いし、病院にも行かなかった例は結構家庭でも起こっているのではないかなと私感じてお

ります。 

○志村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの検討内容のまとめと確認を事務局からお願いいたします。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 ご検討ありがとうございます。 

 各委員皆さん総じて、二日目のカレーはおいしいというメリットがやはりよく知られて

おり、また加熱をするというようなところから安心感もあるということで、それに隠れて

いるリスクというのがまだなかなか知られていないのではないかということでございます。

こういったことを踏まえて、アウトドアやイベント等で大量に調理する場合、また家庭で

のそういったカレーのようなものをつくった場合の注意点ですね、このリスクと管理の注

意点を具体的にこれからも示していってほしいというような方向性だったかと思います。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 それでは、本委員会としての結論をまとめたいと思います。「二日目のカレーによるウ

ェルシュ菌食中毒の発生について」は、例えば加熱すれば安全というような思いが一般に

通じているかと思うのですが、こういったものをすり抜ける細菌もあるということで、食

中毒予防に関する情報の認知度調査等を行っていくようなことも考えられます。また調査

結果をふまえて、家庭でも起こり得ると、先ほど矢野委員がおっしゃってくださったよう

なケースで、そういうことも起こり得るということで、家庭での食中毒予防に向けた効果
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的な普及啓発、これを実施していただくというようなことをお願いできればと思うのです

が、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。―ありがとうございます。 

 

イ 自然解凍用冷凍食品及び加熱調理用冷凍食品に関する利用実態等について 

 

○志村委員長 では次の収集情報、「自然解凍用冷凍食品及び加熱調理用冷凍食品に関す

る利用実態等について」を事務局からご説明ください。 

○小澤課長代理（食品医薬品情報担当） ではご説明をさせていただきます。資料２－２

をお手元にご用意ください。 

 まず、添付資料の１、５ページ目をごらんください。こちら冷凍食品のパッケージを印

刷したものでございます。まずこちらの５ページ目ですけれども、近年このようなお弁当

に入れてそのまま自然解凍で食べられる冷凍食品が広く販売をされております。次のペー

ジ、裏面ですね、６ページ目をごらんください。こちらは１枚目と似ておりますけれども、

食べる前に加熱が必要な冷凍食品の例でございます。また１枚目、２枚目は総菜の冷凍食

品でございましたけれども、次の７ページ目ですね、こちらにあるようなブランチングし

た野菜につきましても同様に自然解凍できるとうたっているものと加熱が必要なものとが

ございます。 

 ５ページ目に戻っていただきまして、自然解凍用のパッケージでは表面を見ていただき

ますと「自然解凍でもＯＫ！」などと記載されております。一方、その裏面ですね、加熱

調理用のパッケージを見ていただきますと、上のパッケージの左下に、ちょっと写真が不

鮮明で申しわけないのですけれども、「電子レンジ専用」ですとか。その下によく見ると

「自然解凍不可」というような表示がございます。また、下のパッケージごらんいただき

ますと、表面にはそのような表示がございません。 

 このように、よく見れば自然解凍可能なものにはおおむねその旨の記載があるという状

況ですけれども、パッケージや商品の形態が類似しているため誤った使用も想定されるの

ではないかということで、当センターの監視部門が行った実態調査の結果が本情報となり

ます。 

 １ページ目に戻っていただけますでしょうか。２、調査内容及び結果のところになりま

す。調査内容は消費者の利用実態、微生物的実態、表示の３点ございますが、まず利用実

態に関するアンケート調査でございます。 
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 冷凍食品を日常的に利用する１８０人を対象に調査を実施しております。自然解凍可能

な冷凍食品の表示は「わかりやすい」と「わかりにくい」がそれぞれ４０％強とおおむね

同じ割合という結果でございました。また、購入時に調理法を確認するかどうかについて

は、必ず確認する方が３人中２人、逆に３人に１人は確認しない場合もあるという結果で

ございます。また、記載された方法で調理される方は８割程度、加熱調理用の冷凍食品を

自然解凍で食べることがあるかとの問いには、ないとの回答が９３％でございました。 

 次に、微生物学的な実態調査でございます。弁当での利用が想定される冷凍食品につき

まして、お弁当に詰めるときと食べるときで細菌の検出状況がどれだけ変わるかを確認す

るために負荷をかけた保存試験を行いまして、その前後で細菌検査を実施いたしました。

検体は弁当用の総菜とブランチングした野菜の冷凍食品で、それぞれ自然解凍できるもの

と食べる前に加熱が必要なものにつきまして、記載の検体数で実施しております。 

 なお、冷凍食品の食品衛生法上の分類といたしましては、今回の調査検体では、自然解

凍用のものは無加熱摂取冷凍食品、加熱調理用のものは加熱後摂取冷凍食品に該当するも

のとなっております。 

 保存条件ですが、弁当用総菜では３５℃で９時間、野菜では３０℃で６時間と、通常想

定される保存実態よりも負荷の高い条件で実施しております。 

 検査項目は記載のとおりです。 

 また、検査法につきましては、保存試験前後での検出状況の変化を捉えやすくするため、

冷凍食品の成分規格等で定められた規定の方法よりも感度の高い方法で実施しております。 

 検査結果です。まず保存試験前の検体につきまして、食品衛生法で定められた成分規格

に違反するものはございませんでした。保存試験後の検出状況の変化ですが、弁当用の総

菜、野菜ともに自然解凍用よりも加熱調理用のほうが細菌数、大腸菌群の検出値が高くな

る傾向がございました。E.coli、黄色ブドウ球菌の結果は記載のとおりでございます。こ

のとおり、本検査結果からは加熱調理用冷凍食品を弁当に入れる際には、本来の使い方ど

おり、事前に加熱をしていただく必要があると言えるのかなと捉えております。 

 最後に表示の実態調査です。自然解凍用につきましては、ほとんどの商品で表面に自然

解凍での利用が可能な旨の表示がありました。一方、加熱調理用につきましては、表面に

加熱調理用である旨の記載がある商品は限られていたという状況でございました。 

 また、小売店の店頭では、自然解凍用、加熱調理用が混在して陳列されているケースが

あったという結果でございました。 
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 なお、冷凍食品につきましては、食品表示法に基づきまして、冷凍食品である旨や、飲

食に供する前に加熱を要するかどうかについて表示するよう求められております。このた

め、今回の調査対象の商品につきましても、裏面までよく確認すれば加熱が必要かどうか

は表示されているということでございます。 

 今回の調査結果を踏まえての都の対応です。調査結果から、消費者が自然解凍用と加熱

調理用を取り違えることも想定されたため、冷凍食品の業界団体であります一般社団法人

日本冷凍食品協会に対しまして、表示方法の工夫ですとか消費者への普及啓発の必要性な

どについてお伝えをしているという状況でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、この件に関して、まず本日ご欠席の委員からのご意見はいかがでしょうか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 この件についても、本日ご欠席の委員からは事前にご意

見等はいただいておりません。 

○志村委員長 では、この課題についてご意見をお願いいたします。 

 先ほどと同じ順番で穐山委員からでよろしいでしょうか。 

○穐山副委員長 この件に関してまだ健康危害がないので、それほど大きな問題ではない

のですけれども、先ほどの事例をちょっと、５~６ページに写真がありました。 

 ５ページ目は自然解凍ですけれども、６ページ目のほうの通常加熱調理用のほうですね、

こちらを自然解凍と間違えてしまう可能性が多分あるのではないかと思います。我々が表

示を注意するというのは当然ですけれども、既に業界団体には情報提供はしていただいて

いると思いますが、再度、自然解凍不可という表示をもう少し大きくするとかいうような

形で表示を改善していただけるかを業界団体にお頼みするのが重要かなと思っております。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 遠藤委員はいかがでしょうか。 

○遠藤委員 事前に拝見させていただいた資料を見て、私自身この自然解凍用と加熱調理

用で実際にこのように大腸菌群とか E.coli がこれぐらいいたというようなデータを余り見

たことがなかったものですから、これを見てやはりこういう結果があるとどうしても表示

をきちんとしなくちゃいけないのだろうなという印象は非常に強く持ちました。 

 あと、事前に送っていただいた添付資料の４、５あたりの中に、これに関連して手洗い

のことを少し添付資料の中には書いてあったので、私のほうから少し情報提供させていた



 16 

だいたのですが、別刷りの委員限りの資料のほうの中に、英語で大変申しわけないのです

が、先生方の意見が終わった後に英語の論文を添付してございます。４７８ページからで

すが、これの中で手を洗うときにペーパータオルで拭いたらいいのか、ハンカチとかそう

いうもので拭いたらいいのか、それともジェットタオルみたいなもので拭いたらいいのか

というようなことがこの論文の中で述べられていて、特に４８２ページのグラフや４８４

ページのグラフを見ると、ジェットタオルとかの風でビューンと手を乾かすような機械だ

とかなり周囲に水滴が飛び散っているということを証明した論文なのですが、ちょっと本

題からずれて恐縮ですが、こういうことがありましたので、情報として提供させていただ

きました。以上でございます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 大迫委員、お願いいたします。 

○大迫委員 私も先ほどの穐山委員と同じように、やはりこの表示のほうで「自然解凍Ｏ

Ｋ」というのは確かに目立つようになっているのですけれども、先ほどの６ページの下の

ほうは何も書いてないというか表には書いていないので、やはりちょっとこういうものに

はきちんと「自然解凍不可」とかという表示したほうがいいのではないかなと思います。

実際に売り場に行くと、私も家で使っているので見るのですけれども、本当に今は混在し

て売っているので、正直よく見ないとわからないというのがありますので、目立つ統一し

たマークか何かをつけるなりして、自然解凍でいいのか、いけないのかというのをきちん

と判断できるような表示を統一したほうがいいのではないかなと思いました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では、小西委員はいかがでしょうか。 

○小西委員 私も表示が非常に曖昧であるということでここにも書きましたけれども、企

業側にきちんと加熱するものは加熱と徹底してほしいと。添付資料の３と２を見せていた

だきますと、規制に関しては添付資料４から書いてありますが、この冷凍食品の規格基準

に従って検体の採取及び試料の調製を行うということを守りますと、保存試験前０時間の

状態の菌数しか出てこないと思います。そのときにはここに書いてあるように、大腸菌群

数は自然解凍用では１０以下ということになって問題はないということでパスするように

なっていると思うのですが、皆さんがお弁当で使う場合にはこの３０℃の６時間たった後

で食べるものでは大腸菌群がではマイナスかというか、１０以下かというとそうでもない

のが２２検体中４個もあるということで、やはり安全とは言いがたいところがあるので、
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自然解凍用と言っても夏場３０℃になってしまうような場合には、保存期間が、加熱をす

るような何か注意書きというのも必要なのではないかと感じました。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では、種田委員はいかがでしょうか。 

○種田委員 自然解凍用の冷凍食品がこれぐらい広まっているということにちょっとびっ

くりしていたのですけれども、この調査対象者を示すアンケート調査のアを見ると、日常

的に利用する中で３０～４０代より５０～６０代の方々が５割ということで多くなってい

ます。その意味がどういうことなのかなとも思いまして、割と子供にお弁当をつくる世代

というよりも、子供が独立して自分たちだけでもう簡単に食事をつくってしまうとか、忙

しいという方々で冷凍食品を利用する方が多いのであれば、それ以上の年代の高齢の方な

んかも冷凍食品の利便性があるのでもっと利用されている方が多いかなと思いました。そ

うすると、やはりパッケージで読み込まなくても、自然解凍用なのか加熱調理用なのかと

いうのがすぐにわかるような表示というのがとても大事だと思いました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 寺嶋委員はいかがでしょうか。 

○寺嶋委員 私は、この間の冷凍メンチカツの事例を含めて冷凍食品の安全性に関して、

いい注意喚起の機会かと思いました。基本的に加熱が必要な冷凍食品と自然解凍でも食べ

られる食品の違いというのは、このいただいた資料を見る限りでもほとんどわからないと

いうところは結構大きな問題だと思います。これは皆さんご意見述べられているように、

何らかの形で誰が見ても違いがわかるような書き方、情報提供というか、表示の仕方を考

えていかないと、加熱が必要なものを生で食べるということが出てくるわけですから、こ

れをどうにかしないといけないと考えたところです。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では、中野委員、お願いいたします。 

○中野委員 私はこの件に接しまして、世の中が便利になればなるほど、一方でまた新た

なリスクが出てくるということを強く感じました。世の中はいろいろな技術が導入されて、

どんどん便利になり、そのメリットを消費者は享受することができます。しかし、その一

方で今までなかったようなリスクも新たに出てくることをしっかり認識しなくてはいけな

いと思います。この冷凍食品の問題だけではなくて、ほかの問題にも応用してリスクとメ

リットをどう受けとめていくかということを、消費者一人一人がこれからはもっと積極的
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に考えていく時代になったのではないでしょうか。 

 事業者の方にも、先ほど来皆さんがおっしゃっているように、表示をきっちり正しくし

てほしい、そしてしっかり強調してほしいと思います。冷凍食品の表示と言えば、「この

冷凍食品は食品添加物無添加ですので安全安心です」といった無添加を強調したものをた

まに見かけます。冷凍食品は冷凍してあるのでそういう意味では安全であり、もともと食

品添加物を使っているから危ないというわけではなく、「食品添加物を使っていないから

この冷凍食品は安全です」というのは、間違った訴求と言えます。間違った訴求は、消費

者に間違った認識をもたらします。そのような間違った訴求や表示ではなく、今回議論の

あった自然解凍用か加熱調理用かいった正しい表示、そして誤解のない表示につとめてほ

しいと思いました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 松井委員はいかがでしょうか。 

○松井委員 ライフスタイルがいろいろと本当に多岐にわたる昨今なので、この冷凍食品

に関しましてもどの年代の方がどのように使うかというのは全く想定ができなくなってい

る状況にあると考えます。その上で皆様がおっしゃっているように、全員がわかるように

するというのはとても大事なことだと考えます。この添付の資料を拝見いたしますと、自

然解凍でも大丈夫だという判断はできるのですけれども、会社によって、商品によって書

いてある場所だったり、あとは表示方法が全く変わっています。ですので、全部これでな

くてはいけないというわけではなくても、ある程度ここに書いてありますとか、この形で

すとか、そういう意識づけができると消費者はわかりやすいのではないかなと思いました。

この写真を一生懸命見て共通点を探してみたのですが、自然解凍という字が黄色というこ

とと、その周りが青というのは何かもしかしたらメーカーさんたちの間で暗黙の了解があ

るのかなとは思ったのですけれども、それ以外は共通点が見受けられなかったので、そこ

をぜひこれ以降、検討していただけるとありがたいなと感じました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 峰委員、お願いいたします。 

○峰委員 私も今まで皆様方がおっしゃったのと共通ですけれども、やはり表示をしっか

りと、特に加熱用ということはしっかり明示するということが大事なのではないかとは思

いました。と申しますのは、例えば加熱調理が必要と記載されている冷凍食品でも自然解

凍で食べてしまうという方が一部分でもいらっしゃる。きちんと商品裏面の細かい字を読
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んでそのとおりにするというようなことが全員の方に期待できないということもあるのか

と思いますので、しっかりと表示をするということが大事なのではないかと思った次第で

す。 

 例としてカキですね。カキについては最近「生食用」と「加熱用」というのをきちんと

明示して売られていると思うのですけれども、そういったような明示の仕方というのが結

構、危ない食品というか注意して食してもらうという食品に関しては必要なのかなと思っ

た次第です。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 矢野委員、お願いいたします。 

○矢野副委員長 私も峰委員、それから種田委員おっしゃいましたように、区別がなかな

かわかりにくい実態があるのかなと思っております。都のほうであらかじめ調べられたア

ンケートで見ますと結構その違いがわかりやすいというのが多そうですけれども、よく見

ると最大お年寄り分で６０代までになっていますので、これまた私の実体験で、お宅はど

うなっているのだと言われそうですけれども、田舎でひとり暮らししている８０代のおば

さんに便利だろうと思ってこの冷凍食品、加熱用ですけれども送ったのです。そうしたら

届いたときに電話が来て、「いやいやおいしいものを送ってもらってどうもどうも、せっ

かく凍ったまま来たからあのまま食べちゃったらおいしかったよ」と言われて、あららっ

と、何も言えなかった私でした。 

ほかの委員もおっしゃっていますように、これから高齢者の利用もふえていくと思います

ので、ぜひ表示をわかりやすく、そして調査にもありましたけれども、販売店の陳列場所

もごっちゃにならないように区分して販売するように指導するというのも、必要かなと思

いました。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では渡辺委員、お願いいたします。 

○渡辺委員 皆さんと意見一緒ですけれども、私は個人的には余り冷凍食品って扱ってい

ないので、実際これを機にちょっとスーパーに見に行ってきました。そうしましたら、や

はりちょっとわかりづらいというのが実感です。昔、冷凍食品といったらもう絶対電子レ

ンジでチンか加熱というものしかなかったと思うのです。それが今は自然に解凍して食べ

られるというのが出てきたから余計混同すると。それと、表示は本当に統一して見やすく

してほしいというのが一つ。 
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 それと皆さんの意見とはちょっと違うのですけれども、例えば自然解凍のやつをチンし

たら、もしかその容器から何か余計なものが溶出してこないかななんていうのをちょっと

ふと思いました。恐らくは自然解凍も加熱のやつも容器としては同じだと思いますけれど

も、そこのところはちょっともしか調べてありましたら教えていただきたいと思います。

以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 ご意見を事前に寄せていただいていない委員におかれて何かこの場でということがござ

いましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。―よろしいですか。 

 いろいろご意見出ましたが、私も皆さんの意見とほとんど同じということですが、一つ、

この表示については裏面には必ずパッケージに表示がきちんとなされていると思うのです

が、消費者の皆さんがそれを本当に読むかどうかというと読まないケースが多いだろうと。

もっと前面のほうではっきり表示していただくというような、そういう方向が進んでいけ

ばいいのかなというぐあいに私自身は考えております。 

 では、ただいまの、何かほかにご意見等々ございますか。お願いいたします。 

○種田委員 私も自然解凍用と加熱調理用、例えば同じインゲンでもこっちは自然解凍用

で、加熱用というものは、冷凍方法とかに違いがあるのでそういうふうに自然解凍用にで

きるのか、その辺がちょっとふと素朴な疑問が湧いてきたので、もし教えていただければ

と思いました。 

○志村委員長 いかがでしょうか、どなたか事務局のほうで情報等をお持ちであればと思

うのですが。 

○小澤課長代理 では、今ご質問がありました２点についてですけれども、まず先に渡辺

委員からご質問がございました容器包装の件ですけれども、今回のこの調査の中で特段容

器包装について調査したということはございませんけれども、ただ食品の容器包装につき

ましては食品衛生法で規格等が定められておりますので、それにつきましてはもちろん満

たされているということになろうかと思います。 

 それから、この製造方法で何か違いがあるかどうかというところにつきましても、今回

の調査の中ではそこまでの調査は実施していないということになります。 

○志村委員長 あとは、これは表示の基準といいますか、前面に表示することについては

義務化はされていないと考えてよろしいのでしょうか。裏面にしっかり書いてあればそれ

でよろしいということ。 
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○小澤課長代理 はい、食品表示法では、記載場所については、特に前面でなければなら

ないという規定はございません。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの検討内容のまとめと確認に進んでよろしいでしょうか。であれば、

事務局のほうからお願いしたいと思います。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 ご検討ありがとうございました。 

 皆さん大体総じてということですけれども、こういったような食品があるということに

ついて、冷凍食品でもいろいろなカテゴリーがあるということで、その辺の違いや、やは

りどう調理すればいいのかというのをしっかり確認するということ。そしてまた消費者が

わかりやすいようにこれから働きかけていくことが必要だろうと、こういったような意見

だったと思います。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 それでは、本委員会としての結論をまとめたいと思います。「自然解凍用冷凍食品及び

加熱調理用冷凍食品に関する利用実態等について」は、まずは都民に対して購入時、使用

時には表示をよく確認するよう注意喚起をしていくということですが、その表示、これは

裏面に書いてある、小さな字で書いてあるそこのところをしっかり読んでいただくという

ようなことが必要であろうかと思います。また、国に対しては食品表示がわかりやすい内

容となるよう継続的に働きかけていく。特に前面のほうに大きく書いていただくように業

者さんに対する指導等をなさっていただくというようなことも必要かと思いますが、そう

いった働きかけを都としてなさっていただくと、そんな方向でご検討いただくということ

でよろしいでしょうか、いかがでしょうか。―はい。 

 

ウ はちみつによる乳児ボツリヌス症の発生について 

 

○志村委員長 それでは次の検討課題の３に入りたいと思いますが、「はちみつによる乳

児ボツリヌス症の発生について」ということでございます。では事務局から説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○浦野主任 事務局の浦野と申します。私から説明させていただきます。 

 資料の２－３をごらんいただけますでしょうか。皆様の記憶にもまだ新しいことかと思

いますが、本年３月、都内で蜂蜜が原因と推定される乳児ボツリヌス症による死亡事例が
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発生いたしました。 

 ３枚めくっていただきまして、添付資料の３をごらんいただけますでしょうか。こちら

は本件についての都の報道発表資料になります。患者は５カ月の男児で、発症の１カ月前

から離乳食として市販のジュースに蜂蜜をまぜたものを与えられていたとのことです。裏

面には、乳児ボツリヌス症の概要及び蜂蜜に関する注意喚起の記載がございます。乳児は

腸内細菌叢が未発達ということで、ボツリヌス菌の感染に対する抵抗力が弱いため、蜂蜜

等ボツリヌス菌を含む可能性のある食品は与えないよう注意喚起をされているということ

でございます。 

 ２枚ほど戻っていただきまして、添付資料の１をごらんいただけますでしょうか。こち

らは昭和６２年１０月に厚生省が発出した通知になります。この蜂蜜を１歳未満の乳児に

与えてはいけないという旨の注意喚起はこの通知以降、特に現役の子育て世代に対しては

周知がなされてきたところです。しかし、今回の死亡事例を受けまして、再周知というこ

とで、本年４月に出た事務連絡が添付資料の２としておつけしているものでございます。 

 次に、現状行われている周知方法についてご説明いたします。添付資料の４をごらんく

ださい。こちらは母子健康手帳の任意様式から離乳食についてのページを抜粋したものに

なります。通しページですと１０ページになりますが、離乳食のポイントの食品の種類と

組み合わせ、①、下のほうの欄に蜂蜜を避ける旨の記載があります。また、こちらの母子

手帳以外にも妊娠中に参加する母親学級もしくは両親学級ですとか、出産後の離乳食教室

等でも周知が行われているところでございます。しかし、母親学級等に参加できない親、

もしくは厚生省の通知以前に子育てを行った祖父母世代に対してはこうした注意喚起が十

分に浸透していない可能性があります。 

 添付資料の５及び６をごらんいただけますでしょうか。こちらは今回の死亡事例の後に

出た新聞記事を抜粋したものですが、現役の子育て世代でも乳児に蜂蜜を与えてはいけな

いことを知らなかったといった例が記載されております。また、子育て経験がある祖父母

世代でも時期によっては知らない場合があるということで、育児に携わる可能性のあるさ

まざまな関係者への周知の必要性が指摘されております。 

 添付資料の７から９は、現在、東京都がホームページ等で行っている注意喚起となりま

す。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 
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 それでは、まず本日ご欠席の委員からのご意見を事務局からご紹介いただけますでしょ

うか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 本日欠席の委員の中で瀬古委員からご意見をいただいて

おります。読み上げます。 

 自家製野菜スープ、コーンシロップなどさまざまな情報が出て困惑した消費者、保護者、

保育者も多いのではないかと思う。１歳未満の乳児に与えないように注意すべき食品は蜂

蜜だということを明確にしたほうがよいという意見をいただいております。以上でござい

ます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、この課題についてご意見をお願いしたいと思うのですが、小西委員は３時３

０分までということなので、まず小西委員からお願いできればと思います。 

○小西委員 申しわけありません、ちょっと所用で早く失礼させていただきます。 

 このことにつきましては、今ご説明があったように、母親学級とかそれから新生児学級

などで周知徹底をしているというお話でしたので、やはり次にお願いしたいのは、蜂蜜の

専門店やデパートの売り場においてこういう事例があったというようなことも含めながら、

乳幼児には飲ませないようにしてほしいという、飲ませたらだめですよということを何か

チラシなどをつくって張ってもらうというのが一つあるのではないかと思います。 

 それから、なぜ離乳食で蜂蜜を使うように広まったかというと「クックパッド」という

今ウエブ上の料理レシピがありますよね。そこでも使っているということがありまして、

何かウエブに書いてあると信用してしまうような傾向があるらしくて、安全だと思って使

ってしまうということがありますので、そういう誤った情報が拡散するのを自治体は何か

しら手を打つ必要があるのではないかなということを感じました。以上です。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 では穐山委員、お願いいたします。 

○穐山副委員長 この事故はできればもう二度と起こらないようにしてもらいたいという

事例だと思いますが、ボツリヌスはご承知のとおり非常に微量で毒性を示しますので、特

にお子さん、乳児だと当然生命にかかわる問題なので、これは何とか情報を伝えて二度と

起こらないようにしていただきたいと思います。 

 これは、先ほどの浦野主任からもご説明がありましたように、これは幅広い年齢層のほ

うに情報が伝わらないことがやはり原因だと考えられますので、年齢が高い方はホームペ
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ージとかは多分見ないと思うのです。そうするとやはりホームページやパンフレットだけ

ではなく、できれば多くのメディアを使って、例えばテレビ広報のような他の情報伝達手

段により広く伝えたほうがよろしいかと思っております。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 では遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員 今回のボツリヌスに関しては、一番最初に出た１番のウェルシュ菌と全然様

相が違うというふうに理解しています。ウェルシュ菌のほうは広報してもなかなかその広

報が行き渡らない、行き渡っていたとしても自分で実際に実践できなかったりすると多分

なかなか防げることはできないと思うのですが、ボツリヌス自身はただ単に食べさせない

ということを守れば防げるものですので、やはり先ほど委員の先生方からもお話が出まし

たが、いかに広く広報をして情報を伝えていくかというのが大事なのかなと思いました。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 大迫委員、お願いします。 

○大迫委員 先ほど小西委員からもありましたように、インターネットのレシピで蜂蜜を

使った離乳食というのが実際にコーナーがあったのですけれども、今はもう削除されてい

ますけれども、実はそういうコーナーがあったぐらいなので、かなり広まってしまったの

ではないかなと思います。ただやはり母親は実際に母子手帳にも書いてありますし、母親

教室とかで教えてもらうと思うのですけれども、夫とかあと祖父母が知らないというケー

スも結構あるみたいなので、この辺は広く広めていかなきゃいけないのではないかなと思

います。やはりこういう事故があったので一時広がると思いますけれども、継続的にして

いかないといけないのではないかなと思います。以上です。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 では種田委員、お願いします。 

○種田委員 やはりこの添付資料にある新聞記事なんかを読みますと、乳幼児がいるお母

さんでも知らなかったという反応が少なくないと。それで、やはりＳＮＳの時代なので親

しい友人がこう言っているからといって間違った情報を発信してうのみにしてしまったり

ということもかなり起こり得るのだなと思いました。ですので、委員の方がおっしゃった

ように、世代間の認識の差もありますので常に何かいろいろな、あとは保健所に行かない、

乳児健診を受けないお母さんたちも中にはいますので、やはり公共放送とか何か目にとま

りやすい形で継続的に発信していくというのが大事だと思いました。以上です。 
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○志村委員長 ありがとうございます。 

 寺嶋委員、お願いします。 

○寺嶋委員 皆さんと同じなので繰り返しになりますけれども、やはり非常に長いスパン

で、はちみつが１歳未満の乳児に対しては危険性があるのだということを周知することが

大事だと思います。いろいろ難しいことはあるかもしれませんが、製品の表示の一つとし

て製品にそのことを書くことも一つのアイデアかとは思います。以上です。 

○志村委員長 中野委員、お願いします。 

○中野委員 私も皆さんがおっしゃっているご意見にほぼ賛同するところですけれども、

今回の件は食の安全の問題というより情報提供のあり方の問題、情報共有のあり方の問題

なのではないかと強く思いました。特にＳＮＳなどではかなり不確かな情報がものすごい

勢いで拡散されています。しかも、その間違った情報を誰も正さないとか、尾ひれがつい

てもっと間違って伝わることが現に起きていて、それが原因となって今回の事件も起きて

います。そうした情報提供について、今後どうしていくかということを改めて考える必要

があると思います。 

 先ほど来から出ていますように、厚労省は子育て母親世代に情報提供をしているとのこ

とですが、これは子育て母親世代だけに提供する情報ではなく、ほかの子育てに関係ない

世代も含めて全ての世代、つまり国民全員に提供すべき情報だと考えます。世の中の常識

として捉え、たまたま近所のお母さんが間違ったことをしていたら、それは違いますよと

誰もが教えてあげられるよう社会になることを望みます。都としても、世の中の常識の形

成に貢献していくよう情報提供をお願いしたいと思います。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは松井委員、お願いします。 

○松井委員 今回死亡事例につながったということなので、この死亡事例を無駄にしては

いけないなということを強く感じています。皆様がおっしゃっているように各方面で告知

が本当に必要なことなので、子育てにかかわるであろうと仮定されている方だけではなく

て、本当に全員にきちんと告知ができるような形にするのがいいので、もちろん商品に関

しましても蜂蜜屋さん、蜂蜜売り場にもきちんと記載が必要と考えます。ただ、輸入品と

か小売店によっては書けないところもあったりしますので、本当にいろいろな各場所で蜂

蜜に関することが告知できればできるほどいいと思いますし、今はまだ皆さんの記憶に新

しいのですけれども、この死亡の事故というのを決して無駄にしてはいけないと思います
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ので、継続的に告知をし続けるということが一番大事ではないかと考えます。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 峰委員はいかがでしょうか。 

○峰委員 私は申しわけありません、この意見書を出させていただいたときに資料をよく

読んだつもりだったのですけれども、母子手帳に記載がないように見えてしまって、その

誤解の上に意見を書かせていただいたので申しわけありませんでした。 

 今、皆様がおっしゃったのとほとんど同意見ですけれども、やはりむしろ商品のほうに

例えば赤ちゃんの顔にバツ印を書いたマークみたいなものを張りつけるとか、わかりやす

い形で商品のほうに表示をするということのほうが効果的なのではないかなと今皆様方の

ご意見を伺っていて思いましたので、申し上げさせていただきます。以上です。 

○志村委員長 矢野委員はいかがでしょうか。 

○矢野副委員長 私も皆様のご意見と全く同じでして、今回は蜂蜜に限定ということです

ので、対応はやりやすいかなと思います。商品そのものにそういった注意事項を書く、そ

れとまた小売店の売り場にそういった注意事項を書いたポスターを掲示するということで

随分情報は伝達できるのかなと思っております。 

○志村委員長 渡辺委員はいかがでしょうか。 

○渡辺委員 今までいろいろ意見が出ていますけれども、やはり食品自体に表示を義務化

というか、するのがまず一番かなと思いますけれども、ただそれを読まなければいけない

ので、常識としてお母さんがちゃんとその知識を持っていなきゃいけないというのがやは

り大事だと思います。それと、ただ結局ＳＮＳという、レシピ本だとかというところで要

するに一般の人が知識を持たないでそういった情報を発信してそれをうのみにしちゃうと

いうこともありますので、だから最終的には皆さんの常識となってもらいたいと思います。 

 ただ一つ危惧するところが、結局蜂蜜は何か危険だよというイメージを持たれて、例え

ば子供にもだめだとかそういった変な情報が出ちゃうと困るなと思いました。以上です。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 ほかに何かございますか、いかがでしょうか。どうぞ、小林委員。 

○小林委員 東京都医師会の小林です。貴重なご意見をいろいろお聞かせいただきまして、

きょうの３つですね、全部共通して言えることは、大体問題を起こす人は知識のなかった

人がほとんどだということになると思うのです。そうすると、要はこういうことが起きた

ときの情報をどうやって提供できるかということですが、一番最後のこの蜂蜜に関しては
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ちょっと上の２つとは違っていて、蜂蜜に関してはやはりさっき先生がお話ししたように、

過度にこれやり過ぎるとまたいろいろな弊害が起きてくるだろうと。やはり小児科の先生

たちは１カ月健診、３カ月健診いろいろありますので、やはり小児科の先生のご協力をい

ただくということも重要なのではないかと。 

 それともう一つは、東京都医師会もホームページはあるのですが、これがなかなか一般

の方にはまだ知られていないですね。ですから、そういうところで医師会がそういう貴重

な情報を得たときには出していくようなことをやって、いかに都民の方に見ていただくよ

うなホームページをつくっていけるかというのがまたこれも重要なことなのではないかと

考えています。 

 ちょっと話があれですが、その前のああいう機能性食品とかいろいろな解凍の件もこれ

いろいろ医療界というのは案外と努力していまして、ご参考までにと思いまして。実は抗

生剤の瓶とか、ただあれ印刷されているのではないのです。実は見えるフォントといって、

人には見える、字がぱっと見たときに入ってくるフォントを使っている努力をしている企

業も実は多くあるのです。これ一番使っているのが実は政治団体ですが、実はこれが抗生

剤の瓶というのも間違いがかなり多いので、そういうところに見えるフォントなんていう

のも使われている。ただ、先ほどの拝見したようなあれは見えるフォントは一切使われて

いないですね。ですから、やはりそういうところの努力も企業の方にもしていただくとい

うのも重要なのではないかなと考えています。以上です。 

○志村委員長 どうもありがとうございました。 

 私の意見もここへ書かせていただいていますが、皆さんとおおむね同じということでご

ざいます。 

 ただ一つは、添付資料の４に母子手帳の記載でしょうか、ここで離乳食のポイント、１

０ページで「はちみつは乳児ボツリヌス症を予防するため、満１歳までは使わない」と書

いてありますが、この乳児ボツリヌス症というのは非常に怖いものだというのがここでは

何かちょっと伝わりにくいような気もするかなと思いますので、そのあたりについても何

か働きかけ等々ということも可能ではないかと。 

 それから、情報選定委員会のときには、満１歳を超えればこういったケースは少なくな

るというようなこともたしかお伝えいただいたようにも思いますので、その辺の情報も提

供していただくのもよろしいのかなというぐあいには思っております。 

 よろしいでしょうか。ほかに何かご意見等々ございますか。 
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 ございませんようですので、それでは、ただいまの検討内容のまとめと確認を事務局か

らお願いしたいと思います。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 ご検討ありがとうございました。 

 大体皆さんの意見をまとめますと、母親世代にはかなり浸透はされているが、それ以外

の世代にはまだまだ浸透されていないこともあるのではないかというようなご意見が多か

ったかと思います。そういった形で、販売店やいろいろなチャンネルを使いながら目にと

まりやすい方法で幅広い世代へ周知を図って、やはり世の中全体の常識としてこういった

ものについての共有化を図っていく、こういったものが大事ではないかなというような方

向性だったかと思います。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、本委員会としての結論をまとめたいと思いますが、「はちみつによる乳児ボ

ツリヌス症の発生について」は、こちらは例えば区市町村の子育て担当窓口とか蜂蜜の売

り場、店頭など多様なチャンネルがあるかと思いますが、そういう中で情報提供、周知方

法、こういうものを検討して実施していただくということであろうかと思います。よろし

いでしょうか。 

 以上で課題の検討は終了しましたので、今回検討した課題の今後の取り扱いについて事

務局からまとめをお願いしたいと思います。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 ３題ご検討いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、それでは順に検討課題の１番ですね、「二日目のカレーによるウェルシュ菌食中

毒の発生について」と、このテーマについては、二日目のカレーのメリットばかりが強調

されていて、そのリスクというものがまだ浸透していないということで、こういった場合

も含めて都民に対し食中毒予防に関する、特に家庭で余りまだ知られていないような情報

の認識度、認知度等の調査を行いながら、家庭での食中毒予防に向けた効果的な普及啓発

を実施していきたいと考えております。 

 ２番目の「自然解凍用冷凍食品及び加熱調理用冷凍食品に関する利用実態等について」、

こちらについては、都民に対して購入時にこういった食品の違いについて表示をよく確認

するような注意喚起、そしてまた食品の表示等についてもよりわかりやすくなるように働

きかけていくということです。 

 検討課題３ですが、「はちみつによる乳児ボツリヌス症の発生について」、こちらについ

ては、より幅広い世代に対してこういったようなリスクが常識となるような形で共有でき
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るように区市町村、子育て担当窓口や蜂蜜売り場、店頭などさまざまなチャンネルを活用

した効果的な周知方法を検討して実施していきたいと、このように考えております。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 今回のカレーのウェルシュ菌あるいは冷凍食品の利用実態、これらはこれまでのシンク

の衛生管理など家庭の台所での注意点に関するテーマに続いているところです。なので、

ボツリヌスは別として、現在事業者向けにはＨＡＣＣＰ、こういったものの義務化の話が

ある中で、家庭でもこのＨＡＣＣＰに相当するような、どこに注意すべきかというクリテ

ィカルコントロールポイントですか、こういったものをお示ししていって、しっかりと家

庭での食中毒予防が図れるように、これまでのこの委員会でのテーマを取りまとめてうま

く情報発信していく。そういう方向も考えていければよろしいのかなと思いますが、その

点についても委員の皆様にご了承というか、そういう方向についてご承知いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 報告事項 

（１）平成２９年度第１回「健康食品」による健康被害事例専門委員会からの報告 

 

○志村委員長 それでは、次に報告事項に移ります。 

 まず、平成２９年度第１回「健康食品」による健康被害事例専門委員会について、事務

局からご説明をお願いします。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 それでは、資料３をごらんください。「健康食品」によ

る健康被害事例専門委員会は、健康食品等の利用との関連が疑われる健康被害情報等を検

討している専門委員会でございます。今年度第１回専門委員会は本年７月３日に開催いた

しましたが、そこで検討された議事及び報告事項について順番に説明いたします。 

 まず、（１）議事：事例の検討について。こちらですが、平成２８年１２月１日から本

年５月３１日までの間に、東京都医師会、東京都薬剤師会から提供された３事例のうち２

事例について検討を行いました。もう１事例については、５月３１日に送られてきており

まして、専門委員会開催までに情報の精査が終わりませんでしたので次回の専門委員会で

検討予定となっております。この２事例を検討した結果、１事例については積極的に情報

収集するように努めるものとされました。このことを受けまして、都医師会及び都薬剤師

会を通じて医療関係者（医師、薬剤師）の方々に情報提供を行い、また類似事例情報の収
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集への協力依頼を行ったところでございます。また、もう１事例については、症状と当該

製品・成分との因果関係は特定できませんでしたが、事例として蓄積していくべきだろう

というような結論に至りました。 

 続きまして、報告事項として３点ご報告をいたします。 

 まず（２）報告事項１点目ですが、平成２７年度第２回の食品安全情報評価委員会にお

いて、健康食品との関連が疑われる健康被害には発生のパターンがあると思うので、製品

との因果関係にこだわらず、概略的に情報発信をしていくべきというようなご意見があっ

たことを受けまして、今年度の当専門委員会での事業として、平成１８年度から昨年度末

までに蓄積された健康食品による健康被害事例３５０事例について、その発生傾向を解析

することとしたことをご報告いたしました。 

 次に、報告事項の２番目については、前回の当専門委員会での検討内容、報告事項につ

いて、昨年度第３回の食品安全情報評価委員会に報告しましたという内容になります。 

 報告事項の３番目は、事業開始以降の集計結果の報告で、前回の専門委員会での集計結

果に今回の２事例を追加したものになります。 

 なお、今回の専門委員会から、静岡県立大学薬学部教授で医薬品情報解析学がご専門の

山田浩先生に専門委員としてご就任いただいております。 

 以上で当専門委員会からの報告を終わります。 

○志村委員長 ただいまのご報告の件についてご質問、ご意見がありましたらお願いしま

す。 

○穐山副委員長 どうもありがとうございました。最近報道でもありましたプエラリア・

ミリフィカの健康危害に関してもこちらのほうで情報は集まってきているのでしょうか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 今回の事例にはなかったですけれども。 

○穐山副委員長 今までの情報の中でないのでしょうか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 今までの中ではあります。それほど多くありませんが、

何事例かはあって検討していますけれども、因果関係が明らかなものはございませんでし

た。 

○穐山副委員長 ないのですか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 ええ。 

○穐山副委員長 ここの患者数の２０代のところで例えば２７人おりますけれども、ここ

のあたりでそういった情報は抽出できないものでしょうか。この辺は多分そういう年代の
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方が使うと思います。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 また今情報解析、こちらのほうもそういった事業を始め

ていますので、またいろいろな傾向が出てくるかと思います。またその辺が出ましたらご

報告させていただければと思います。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。よろしいですか。 

 

（２）避難所における食中毒予防に関する普及啓発について 

 

○志村委員長 次に、「避難所における食中毒予防に関する普及啓発について」、事務局か

らご説明お願いいたします。 

○小澤課長代理 では、お手元に資料４をご用意いただければと思います。資料４「避難

所ですぐに使える食中毒予防ブック」でございます。 

 こちらの避難所生活における食中毒予防のテーマにつきましては、昨年度第２回委員会

におきましてご検討いただきました後、実態調査を行いまして、その結果を２月の第３回

委員会でご報告をさせていただいたところでございます。このときのヒアリング結果です

とか、あるいは実際に過去に災害のときに使用された資料などをもとにいたしまして、避

難所が開設された際、その場ですぐに活用できる食中毒予防の資料を一冊にまとめたもの

がこの食中毒予防ブックでございます。 

 こちらの原画の作成に当たりましては、委員の皆様からも貴重なご意見をたくさんいた

だきまして、どうもありがとうございました。この場をかりてお礼申し上げます。 

 また、紙面の都合などによりましてご意見を十分に反映し切れていない箇所もあろうか

と存じますが、ご容赦いただければと存じます。 

 現状、このとおり原画ができ上がったところでございまして、今後印刷をかけてまいり

ますが、仕様といたしましては、このページの左側にミシン目が入ってカレンダーのよう

に１枚１枚切り離して使用できるようになる予定でございます。 

 時間も限られておりますけれども、簡単に本資料の内容をご紹介してまいりたいと思い

ます。 

 まず表紙の目次をごらんください。内容といたしましては、避難所ですぐに使えるもの

ということで、管理責任者用の各種マニュアル類、それから配布用のリーフレット、掲示

用のポスターで構成しております。また、東京の地域特性といたしまして、外国人の方が
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多くおられるということがございますので、避難所の方向けのリーフレット、ポスターに

つきましては、英語、中国語、韓国語の多言語版を設けております。 

 では、まず管理者用のマニュアル類ですけれども、１枚めくっていただきますと、資料

１といたしまして、食中毒予防のためにそろえたい衛生用品の例を記載しております。そ

の裏面には、やはり手洗いが重要だということで、水が使える場合、使えない場合の手洗

い環境の整備についての資料がございます。 

 次に、資料２といたしまして、食中毒予防のチェックリストがございます。こちらは食

品の受け入れ、保管、配布、自炊・炊き出しなどへの対応ということで、食品を取り扱う

それぞれのシーンで注意するべきポイントをリスト化したものでございます。 

 次に、資料３、館内放送のマニュアルでございます。昨年度実施いたしました調査の中

でも館内放送の活用も有効な情報伝達手段であるというような声がございましたので、食

事の前や胃腸炎患者が発生したときなど、それぞれのタイミングでの放送内容の例を示し

ております。 

 続いて、資料４は、塩素系消毒液の希釈方法やその使用上の注意点を示したものでござ

います。 

 資料５、資料６は、トイレの清掃マニュアル、汚物の処理マニュアルです。特にトイレ

につきましては避難所の衛生管理上重要なポイント、場所になりますので、詳細に手順を

示しております。 

 以上が管理責任者用のマニュアルとなります。 

 続いて、資料７からはリーフレットとなりますが、内容的には避難者向け、炊き出しボ

ランティア向け、避難所にお弁当などを提供される方向けの３種類ございます。なお、昨

年度の調査でも、これまでの震災では電気につきましては比較的早目に復旧していたとい

うことでございますので、この資料を適宜コピーして配布していただくことを想定してお

ります。 

 まず、資料７ですけれども、こちらは避難されている方向けのリーフレットで両面のも

のとなります。手洗い、飲み水、それから食品の受け取り、自炊、食べるとき、捨てると

きといったときのそれぞれの注意点につきまして、紙面の都合上、最低限の要素となって

おりますが、まとめております。 

 資料８は、資料７を多言語化したものでございます。 

 資料９は、炊き出しをされるボランティアの方向け。この裏面には避難所にお弁当やお
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にぎりを持ち込んで提供される方向けのリーフレットとなっております。表と裏でおおむ

ね同じ内容となっておりますけれども、特に裏面の一番下ですね、食品の運搬・提供のと

ころで、熊本地震の際、ボランティアで持ち込まれたおにぎりによる食中毒があったとい

うことを踏まえまして、温かい食品を保温性の高い状態で保管・運搬しないように注意情

報を記載しております。 

 資料１０からはポスターとなります。サイズがＡ４サイズとなりますので、ポスターと

してはやや小さ目にはなりますけれども、避難所の掲示板というよりは、手を洗う場所で

すとかトイレ、調理を行う場所のあいたスペースに張っていただくことを想定したものに

なります。なお、いずれも水を使う場所となりますので、表面にちょっとフィルムを張っ

て、水に強い加工をする予定でおります。 

 資料１０は、手を洗う場所に張るポスター、裏面は水が使えない場合の手指の消毒を呼

びかけるポスターとなっております。 

 資料１１は、資料１０を多言語化したものでございます。 

 資料１２は、トイレに張るポスターでございます。多くの避難者の方が利用されるトイ

レにつきまして、清潔な利用などを呼びかける内容となっております。 

 資料１３は、トイレのポスターの多言語版です。 

 資料１４は、自炊や炊き出しを行うような場所に掲示するポスターでございます。調理

をする人、調理のとき、調理の後のチェックポイントにつきまして、要点を絞って記載を

しております。 

 資料１５が資料１４の多言語版で、最後、資料１６が食中毒予防に関する問い合わせ先

の一覧となっております。 

 ご説明は以上となります。冒頭の繰り返しとなりますが、現状、原画ができ上がったと

ころでございますので、今後こちら製本をいたしまして、各指定の避難所に行き渡るよう

に区市町村の防災担当部署に配付をしていく予定でございます。以上でございます。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 ただいまのご報告についてご質問やご意見を頂戴したいと思いますが、初めに、遠藤委

員からお願いできましょうか。 

○遠藤委員 とてもよくでき上がっていると思います。どうしても避難所が出たときには

その細かいことを細かく書いてもなかなか見られないものですから、ここに挙げてある最

低限の項目がぱっと見てわかるような感じになっていますので、非常にいいのではないか
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なと思って見ていました。 

 ただ１点だけ、どうしてもポスターで張るときに大きいと本当に目がつくのですが、紙

面の都合上でＡ４判というので、これがポスターだけ大きいのが何かできたらすごくいい

なと思いました。以上です。 

○志村委員長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございましょうか、矢野委員は。 

○矢野副委員長 今思いつきで申しわけないのですけれども、塩素系消毒剤を使用すると

きにペットボトルを使うというのが非常に気になっていまして、何回か前もこの委員会で

も検討はありましたけれども、ペットボトルに希釈して入れるとそのまま間違って飲んで

しまうとかという事故もあるということなので、できれば希釈が必要な塩素剤を売ってい

る製造元に、例えばこれが塩素の濃い液だとすると、ボトルの口あたりにシールみたいな

ものを何枚かぶら下げておいてもらって希釈した後、そのシールを１枚剝がして、希釈し

たペットボトルに張れば済むみたいなオプションがあってもいいのかなとふと気がつきま

した。塩素剤を希釈したボトルには必ず書きましょうよと言っても、避難所で一生懸命希

釈した後、ペットボトルに書こうと思っても、いや、フェルトペンがないのどうのこうの

言って、後でいいやと置いちゃうともう間違いのもとになると思いますので、今回のマニ

ュアルに直接関係ありませんけれども、ひとつ考えてもいいのかなと思ったところです。 

○志村委員長 どうもありがとうございます。 

 ほかに何かご意見等ございませんでしょうか。 

 

（３）その他 

 

○志村委員長 それでは、最後にその他として事務局から何かございましょうか。 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 事務局からは特にございません。 

○志村委員長 では、本日予定されていた議事等は全て終了しましたので、進行を事務局

にお返しいたします。 

 

４ 閉  会 

 

○薩埵食品医薬品情報担当課長 本日は、長時間にわたりご検討いただき、ありがとうご
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ざいました。 

 本日、委員の皆様からいただいたご意見を反映するため準備を進めてまいります。 

 それでは、平成２９年度第１回東京都食品安全情報評価委員会は、これにて終了とさせ

ていただきます。まことにありがとうございました。 

 

午後３時４８分 閉会 


